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１ 通報・届出受理件数 

 

年 度 件 数 養護者 従事者 使用者 

平成 24年度 

（10月～３月） 
５ ４ ０ １ 

平成 25年度 10 ８ ２ ０ 

平成 26年度 11 ８ ３ ０ 

平成 27年度 ６ ４ ２ ０ 

 

 

２ 通報・届出者内訳  

              

  
 

平成 24年度 

（10月～３月） 
平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 

１ 本人 ０ ２ 1 ２ 

２ 家族・親族 １ １ １ ０ 

３ 近隣住民・知人 ０ １ ０ ０ 

４ 民生委員 ０ ０ ０ ０ 

５ 医療機関関係者 ０ ０ ０ ０ 

６ 教 職 員 ０ ０ ０ ０ 

７ 相談支援専門員・従事者 ４ ５ ２ ４ 

８ 虐待者自身 ０ ０ ３ ０ 

９ 警 察 ０ ０ ０ ０ 

10 行政職員 ０ １ ４ ０ 

計 ５ 10 11 ６ 

 

 

 

国分寺市の障害者虐待防止の取組状況（平成 27年度） 



 

３ 対象者年齢の内訳                  

 平成 27年度 

 
学齢未満 

学齢以上 

18歳未満 

18歳以上 

65歳未満 
65歳以上 不明 計 

人数 ０ ０ ６ ０ ０ ６ 

男性 ０ ０ ４ ０ ０ ４ 

女性 ０ ０ ２ ０ ０ ２ 

 

４ 事実確認の結果 

 

 
 

平成 24年度 

（10月～３月） 
平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 

１ 
虐待を受けた又は受けたと思われる

と判断した事例 
０ ３ １ ２ 

２ 虐待ではないと判断した事例 ０ １ ２ ３ 

３ 虐待の判断に至らなかった事例 ５ ６ ８ ０ 

４ 調査中 ０ ０ ０ １ 

計 ５ 10 11 ６ 

   ※虐待の判断に至らなかった事例の主な内容と対応 

・障害者虐待防止法で扱う事例ではなく所管課へ引き継ぎ，連携支援 

・可能性を完全に否定できず後見申立て支援，支援機関と連携し支援強化 

 

５ 虐待を受けた又は受けたと思われると判断した事例 

   

年度 年齢 
障害 

種別 

虐待 

類型 

虐待 

種別 
対応結果 

平成 25年度 

18歳以上 65歳未満 知的 養護者 身体 契約により成人施設に入所 

学齢以上 18歳未満 知的 養護者 身体 契約により児童施設へ入所 

学齢以上 18歳未満 知的 養護者 身体 契約により児童施設へ入所 

平成 26年度 学齢未満 精神 
施設 

従事者 
身体 

サービス利用継続 

事実確認後，都へ報告 

平成 27年度 

18歳以上 65歳未満 
知的 

身体 
養護者 放棄・放任 

サービス追加決定のみ 

モニタリング継続中 

18歳以上 65歳未満 身体 養護者 
経済的 

放棄・放任 
契約により成人施設に入所 

 

 

 


